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税務訴訟資料 徴収関係判決 令和２年判決分（順号２０２０－２） 

東京簡易裁判所 令和●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

国側当事者・国 

令和２年１月１７日認容・確定 

   判     決 

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 

   主     文 

１ 被告は、原告に対し、１２４万５８３８円及び内９９万６７４１円に対する平成２３年１２月

６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

３ この判決は、仮に執行することができる。 

   事実及び理由 

第１ 請求 

主文と同旨 

第２ 請求原因の要旨 

１ 原告は、訴外Ａ（以下「訴外Ａ」という。）に対し、平成３０年１２月１１日現在、既に納

期限を経過した合計５５４万９４５９円の租税債権（以下「本件租税債権」という。）を有し

ていた。 

２ 訴外Ａは、被告との間で、別紙利息制限法に基づく法定金利計算書（以下「別紙計算書」と

いう。）のとおりの借入と弁済を継続的に行ってきた（以下「本件取引」という。）。本件取引

につき利息制限法での引き直し計算をすれば、訴外Ａと被告間の最後の取引である平成２３年

１２月５日現在で９９万６７４１円の過払い（以下「過払金元金」という。）になっており、

被告は金融業者で、利息制限法を超えて利息を収受してきたことは悪意の受益者といえるから、

過払金元金に対する法定利息を年５分の割合で計算すると、平成２３年１２月５日までに累計

２４万９０９７円になる。 

３ そうすると、訴外Ａは、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金元金と累計利息

金の合計１２４万５８３８円及び過払金元金に対する平成２３年１２月６日から支払済みまで

民法所定の年５分の割合による利息の支払請求権（以下、併せて「本件請求権」という。）を

有することとなる。 

４ 原告は、平成３０年１２月１１日、本件租税債権を徴収するため、訴外Ａが被告に対して有

する本件請求権を差し押さえ（甲７号証）、同差押えに係る債権差押通知書は、同月１３日、

被告に送達された（甲８号証：国税徴収法（以下「徴収法」という。）４７条１項、同６２条）。

これにより、原告は、本件請求権の取立権を取得した（徴収法６７条１項）。 

５ よって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、本件取引による過払金元金と

累計利息金の合計１２４万５８３８円及び過払金元金に対する平成２３年１２月６日から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による利息の支払を求める。 
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第３ 争いのない事実等 

１ 被告は、貸金業者である。 

２ 訴外Ａと被告との間で、本件取引が行われた。 

３ 被告の訴外Ａに対する貸付の約定利率は、利息制限法を超えていた。 

４ 原告は、平成３０年１２月１１日、本件租税債権を徴収するため、訴外Ａが被告に対して有

する本件請求権を差し押さえ（甲７号証）、同差押えに係る債権差押通知書は、同月１３日、

被告に送達された（甲８号証）。 

第４ 争点 

１ 被告の悪意 

２ 期限の利益の喪失 

３ 消滅時効 

第５ 当裁判所の判断 

１ 争点１（被告の悪意）について 

（１）被告が貸金業者であることは、当事者間に争いがない。また、証拠及び弁論の全趣旨によ

れば、訴外Ａが被告から借り入れた日及び借入金額、訴外Ａが被告に弁済した日及び弁済額

は、別紙計算書記載の「年月日」、「借入金額」、「弁済額」各欄記載のとおりであり、被告が

別紙計算書の「弁済額」欄記載の金額を、利息制限法の上限利率を超える利息等の弁済とし

て受領したことが認められる。 

（２）そして、貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき

貸金業法４３条１項の適用が認められないときは、当該貸金業者は、同項の適用があるとの

認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特

段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、

すなわち民法７０４条の「悪意の受益者」であると推定されるものと解される（最高裁第２

小法廷・平成１９年７月１３日判決）。 

（３）そうすると、本件取引においては、被告に前記（２）の特段の事情を認めるに足りる証拠

がなく、被告は、悪意の受益者と認められる。 

２ 争点２（期限の利益の喪失）について 

（１）被告は、本件取引において、訴外Ａに支払期限を徒過したことによる約定違反があったこ

とによる期限の利益喪失事由が発生したと主張をする。 

（２）しかし、本件取引においては、被告から訴外Ａに対し、元利金の一括返済を求めることも

なく取引が続けられており、訴外Ａが期限の利益を失っていないと認識していたものと推認

することが相当である。 

このような状況において、過払金の返還を求められた後に、すでに期限の利益が喪失し

ていたものと被告が主張することは、期限の利益を喪失していないと認識して支払を続け

ていた訴外Ａの信頼を裏切るものであり、信義則に反して許されないと解する。 

（３）したがって、期限の利益喪失に関する被告の主張は、これを認めることはできない。 

３ 争点３（消滅時効）について 

（１）本件取引は、いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借契約

であるから、その過払金返還請求権の消滅時効は、最終取引日である平成２３年１２月５日

から進行する。そうすると、本件訴訟は、同日から１０年を経過しない令和元年６月１２日
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に提起されているところから、消滅時効は完成していない。 

（２）被告は、訴外Ａに対し、平成１６年８月１１日に貸付禁止措置を決定・実行し、以後、そ

れを継続していること、また、被告は、訴外Ａに対し、平成１６年３月１１日まで融資をし

ていたが、それ以降は融資をしていないこと、被告が訴外Ａに返済の都度交付している伝票

（利用明細書：乙２号証の６乃至８、乙４号証の６乃至８）の記載内容の相違点などを縷々

述べ、訴外Ａも平成１６年３月１１日から２か月を経過した頃には借入れができなくなって

いることを認識していたはずであったと主張し、平成１６年６月１日以降に発生した過払金

返還請求権については、発生する都度時効が進行するので、本件訴状が受理される１０年前

までに発生したものは、消滅しているとして時効を援用する。 

しかし、このような被告の主張を認めるに足りる証拠はなく、根拠の明らかではない被

告独自の見解と言わざるを得ず、採用することはできない。 

４ 以上によれば、本件請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につい

て民訴法６１条を、仮執行の宣言について同法２５９条をそれぞれ適用して、主文のとおり判

決する。 

東京簡易裁判所民事第２室 

裁判官 岡本 美樹雄 
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（別紙） 

事件番号令和●●年（〇〇）第●●号 

差押債権取立請求事件 

当事者目録 

原告          国 

同代表者法務大臣    三好 雅子 

同指定代理人      世良 正治 

同           大岡 仁 

同           倉田 将幸 

同           森下 智 

同           渡邉 恵美 

同           猪股 翔太 

被告          Ｙ株式会社 

同代表者代表取締役   Ｂ 

同訴訟代理人支配人   錦織 万弥 
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別紙 省略 


